
 

船舶事故調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月６日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 茨城県北茨城市大津漁港南南西方沖 

 大津港南防波堤Ａ灯台から真方位２０６°２.６海里付近 

 （概位 北緯３６°４６.９′ 東経１４０°４５.６′） 

事故の概要  漁船鮫勝
さめかつ

丸は、漂泊中、また、漁船甚栄
じんえい

丸は、南進中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和５年１月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 鮫勝丸、４.９トン 

   ＩＧ３－６７６６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３１－２０４０２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 甚栄丸、４.９トン 

   ＩＧ３－６４６９（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３１－１２００８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 Ａ 左舷船首部ブルワークに破損 

Ｂ 右舷船首部ブルワークに破損 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗

り組み、しらす引き網漁の目的で大津漁港を出港し、同漁港南南西方

沖で北方に向けて網を引いた後、主機を中立運転とし、船首を北方に

向けた状態で漂泊して揚網作業を行っていた。 

 船長Ａは、後部甲板右舷側で船尾方を向いてボールローラを使用

し、また、甲板員Ａに同甲板左舷側で同様に同ローラを使用させ、網

の引き索を引き揚げていた船長Ａは突然、衝撃を受けて船首方を振り

返ったところ、Ａ船の船首部とＢ船の船首部とが衝突したことに気付

いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人が乗り組み、しらす引き縄漁の目的

で大津漁港を出港し、同漁港周辺で操業を行った後、約１５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で同漁港南南西方沖の漁場に

向かった。 

 船長Ｂは、漁場に至って約１３kn に減速し、魚群探知機の反応を見



 

ながら南進していたところ、左舷及び右舷の両船首方から網を引いた

漁船がそれぞれ北進してくるのに気付いた。 

 船長Ｂは、両船の間を通過しようと両船が引く網の端を示すブイを

確認しつつ、引き続き魚群探知機を確認しながら南進を続けていたと

ころ、船首部に衝撃を受け、Ｂ船と前路で漂泊していたＡ船とが衝突

したことに気付いた。 

 Ａ船及びＢ船は、船長Ｂが本事故の発生を無線で僚船に連絡し、付

近で操業していた僚船にえい
．．

航されて大津漁港に戻った。 

 船長Ａ及び甲板員Ａは、ボールローラで引き索や網を引き揚げてい

る十数分の間、ボールローラの操作に専念していたので、船首方から

接近するＢ船に気付かなかった。 

 Ｂ船は、操舵室の船首側に排気管やマスト等が設置されており、ま

た、本事故当時、魚群探索の目的で速力を減じたことで船首が浮上

し、通常の航行時よりも正船首方が見えにくい状況であった。 

 船長Ｂは、ふだん、航行中に船首を左右に振って正船首方を確認す

るようにしていたが、本事故当時、左舷及び右舷の両船首方からすれ

違う態勢の漁船が引く網のブイや魚群探索に意識を向けていたので、

正船首方で漂泊していたＡ船に気付かず、また、レーダーを作動させ

ていたものの確認していなかった。 

分析  Ａ船は、漂泊して揚網作業中、船長Ａが、甲板員Ａと共に後部甲板

で船尾方を向き、ボールローラの操作に意識を集中していたことか

ら、船首方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、南進中、操舵室船首側の排気管やマスト等に加えて船首が

浮上し、通常の航行時よりも正船首方が見えにくい状況下、船長Ｂ

が、左舷及び右舷の両船首方からすれ違う態勢の漁船が引く網のブイ

や魚群探索に意識を向けて航行を続けたことから、正船首方で漂泊し

ていたＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊して揚網作業中、Ｂ船が操舵室船首側の排気

管やマスト等に加えて船首が浮上し、通常の航行時よりも正船首方が

見えにくい状況下で南進中、船長Ａが、甲板員Ａと共に後部甲板で船

尾方を向き、ボールローラの操作に意識を集中し、また、船長Ｂが、

左舷及び右舷の両船首方からすれ違う態勢の漁船が引く網のブイや魚

群探索に意識を向けて航行を続けたため、互いに相手船に気付かず、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁船の乗組員は、漂泊して揚網作業を行う際、同作業を行う前に

接近する他船の有無を確認すること。 

 ・船長は、操舵室前方の構造物や船首の浮上によって船首方が見え



 

にくい場合、船首を左右に振る、見張り位置を移動するなどして

船首方の死角を補う見張りを行うとともに、必要に応じてレーダ

ーを活用すること。 

 ・船舶所有者は、新たに船舶を建造する場合には、その設計、建造

に際し、できる限り船首方の視界を確保することに留意するこ

と。 

 ・船長は、航行中、他船と接近する状況であっても、当該他船だけ

に意識を向けず、周囲の見張りを適切に行うとともに操船に専念

すること。 

 ・船舶所有者は、法令により設置が求められていない小型船舶で 

あっても、容易に他船の位置を把握し、又は、自船の位置を知ら

せることができる簡易型ＡＩＳを設置することが望ましい。 

 

 

 


